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③ -1 職員手当の状況

区　分 山　口　市 国

期末手当
勤勉手当

（6 年度支給割合）

期末手当
勤勉手当
職制上の段階、職務の級等による加算措置…有

（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

2.5 月分（1.4 月分）
2.1 月分（1.0 月分）

同左

退職手当
（支給率）

勤続 20 年
勤続 25 年
勤続 35 年
最高限度額

   自己都合
19.6695 月分
28.0395 月分
39.7575 月分
47.709   月分

勧奨・定年
24.586875 月分
33.270750 月分
47.709 　0 月分
47.7090     月分

同左

【その他加算措置】
・定年前早期退職特例措置 3 ～ 45％加算

扶養手当※1
配偶者
子
配偶者、子以外の扶養親族
満16 歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

6,500 円
10,000 円
6,500 円

1人につき 5,000 円加算

6,500 円※2

10,000 円
6,500 円※2

1人につき 5,000 円加算

住居手当※1 借家 3,000 円～ 27,000 円 借家（家賃 16,000 円を超える
もの）のみ　
最高 28,000 円まで

通勤手当
交通機関支給限度
交通用具

65,000 円
片道２～ 78㎞を 28 区分し

3,500 円～ 47,500 円を支給

55,000 円
片道 2 ～ 60㎞を 13 区分し

2,000 円～ 31,600 円を支給

（3） 職員の給与状況
① 人件費の状況 （令和 6 年度普通会計決算）

住民基本台帳人
口（令和 7 年 3
月 31 日現在）

歳出額
（A）

実　質
収支額

人件費
（B）

人件費率
（B/A）

人
184,585

千円
107,239,725

千円
731,497

千円
16,531,675

％
15.4

※人件費には、特別職に支給する給料・報酬を含みます。

② 職員給与費の状況 （令和 6 年度普通会計決算）

職員数
（A）

給 与 費 1 人当た
り給与費
（B/A）給　料 職員手当 期末手当

勤勉手当
給与費計
（B）

人
1,543

千円
6,067,864

千円
1,284,280

千円
2,581,069

千円
9,933,213

千円
6,438

※職員手当には、児童手当と退職手当は含みません。職員数は、令和 6 年
4 月 1 日現在の人数です。  

令和 6 年度の 人事行政の運営等の状況報告

（1） 職員の任免と職員数に関する状況
① 採用 ・ 退職者数

時　点 行政
事務等 土木 保健師 保育士・

幼稚園教諭 消防 文化財
主事 建築 環境衛生

整備員
給食

調理員
社会

福祉士 その他※1 合計

5 年度退職者数 22 2 2 4 3 0 2 1 3 0 0 39
6 年度採用者数 31 4 3 3 4 0 0 1 3 2 0 51

増減数 9 2 1 ▲ 1 1 0 ▲ 2 0 0 2 0 12

参考
再任用職員

22
4

▲ 18

② 職員数

時　点 行政
事務等 土木 保健師 保育士・

幼稚園教諭 消防 文化財
主事 建築 環境衛生

整備員
給食

調理員
社会

福祉士 その他※1 合計

令和5 年 4月1日 899 135 53 137 240 8 28 73 77 9 25 1,684
令和6 年 4月1日 908 137 54 136 241 8 26 73 77 11 25 1,696

増減数 9 2 1 ▲ 1 1 0 ▲ 2 0 0 2 0 12
    

参考
再任用職員 　会計年度　

　任用職員※2

130 1,229
112 1,361

▲ 18 132

③ -2 職員給与費の状況 （特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当）

区  分 内　容

特殊
勤務手当

支 給 総 額　　　　　　　　　　　　　　79,688 千 円
支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 　  　123 千円
職員全体に占める手当支給職員の割合  　　42.1％
※税務事務従事手当、環境衛生業務手当、福祉事務手 
　当など 18 種類があります。

時間外
勤務手当

支給総額　　　　　　　　　　　  　    508,098 千円
職員 1 人当たり平均支給年額　　　    　　  329 千円

④ 一般行政職のラスパイレス指数※の状況

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度
99.9 99.6 99.7 99.9 99.4

※ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の
給与水準です。

（5） 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
① 勤務時間等について

区  分 内　容
勤務時間 8 時 30 分～ 17 時 15 分
休憩時間 12 時～ 13 時（1 時間）
週休日 土・日曜

休　日 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日と年末年始
（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで）

※交代制勤務の職場などは、上記と異なる場合があります。
② 休暇制度等について

区  分 内　容
年次有給
休暇

1 年につき 20 日間を付与。新規採用職員は 15 日間を
付与

病気休暇

負傷や疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ
とがやむを得ないと認められる場合の休暇。公務によ
る負傷・疾病、結核性疾患に該当する場合は 1 年、私
傷病に該当する場合は 90 日を与えることができます。
※会計年度任用職員は最大 10 日

特別休暇 結婚、出産、忌引など、特別の理由により勤務しない
ことが相当である場合の休暇

（6） 職員の分限 ・ 懲戒処分の状況
「分限処分」は、公務の能率の維持を目的とした処分で、「懲
戒処分」は、職員が一定の義務違反を行った場合に責任を問
うための制裁的処分です。
① 分限処分者数　　　　　　　　　  　　　　　　（単位：人）

処　分 人数 具体的事由
免　職 0
降　任 0
休　職 19 心身の故障のため
降　級 0
合　計 19

② 懲戒処分者数　　　　　　　　　　  　　　　　（単位：人）
処　分 一般服務違反等関係 道路交通法違反 合　計
免　職 0 0 0
停　職 0 0 0
減　給 0 0 0
戒　告 0 2 2
合　計 0 2 2

※公務外の行為に対する処分を含む。

（7） 職員の服務の状況
地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があり
ます。
・法令等および上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等への従事制限

（8） 職員研修と勤務成績の評定の状況
① 職員研修について

　地方分権の進展による新たな業務に対応し、住民サービス
を向上させるため、職員が個々の能力を一層高める必要が
あります。
区  分 内　容 受講者数

一般研修
一般職員や係長級などの各階層で要求さ
れる能力を習得するため、全職員対象に
実施した研修

延べ 302 人
（9 コース）

特別研修 政策形成研修、接遇研修など、広く市政
全般に目を向けて実施した研修

延べ 1,620 人
（16 コース）

派遣研修
高度な専門知識の習得、組織を支える専
門家「スペシャリスト」の育成などを重
視し派遣した研修

延べ 59 人
（53 コース）

② 人事評価システムについて

　平成 23 年度から本格実施しており、評価結果を配置、昇任、
昇給等に活用しています。これらの取り組みにより、職員
全員の意欲と能力を最大限に引き出し、活用することで、公
務の効果的・効率的な運営を図ります。

（9） 職員の福祉と利益の保護の状況
① 安全衛生管理体制の状況

　「労働安全衛生法」「市職員健康管理規程」等の規定に基づき、
安全衛生委員会と衛生委員会を設置し、快適な作業環境の
整備、職員の安全と健康の確保などの労働安全衛生管理に
努めています。また、毎月 1 ～２回、産業医による健康相談、
臨床心理士によるメンタルヘルス相談事業を実施していま
す。

② 福利厚生事業の状況

　「地方公務員法」の規定に基づき、職員の元気回復のための
事業等を計画的に実施するため「山口市等職員共済会（会
員数 1,812 人）」を設置しています。毎月の職員の会費（給
料の 1,000 分の 2、計約 1,424 万円）を財源に各種給付事
業を、市等からの交付金（約 248 万円）を財源に健康管理
等を行っています。

③ 公務災害補償の状況

加入団体 公務災害 通勤災害 計
地方公務員災害補償基金山口県支部 9 件 2 件 11 件

（10） 公平委員会の業務の状況

① 勤務条件に関する措置の要求の状況

　実績なし
② 不利益処分に関する審査請求の状況

　実績なし

（2） 職員の競争試験と選考による採用状況 （令和 6 年度実施　令和 7 年 4 月 1 日採用） 　　　　　　　　   （単位：人）

区分
競争試験

計
大学卒業程度 短大卒業程度 高校卒業程度 中学卒業程度 社会人経験者

行 政 職 23 8 5 36
技 術 職 1 1 2 4
技 能 職 7 7
専 門 職 4 5 9
消 防 2 3 5
計 29 6 12 7 7 61

技術職…土木、文化財主事、建築、電気、水質管理等
技能職…環境衛生整備員、給食調理員
専門職…保健師、保育士・幼稚園教諭、社会福祉士、介護福祉士等

（4） 職員の休業に関する状況
休業制度については、育児休業お
よび自己啓発等休業、配偶者同行
休業などを設けており、それぞれ
の取得状況については右表のとお
りです。

〈主な休業の取得状況〉
休業種類 取得者数

育 児 休 業 101
育児部分休業 40
自己啓発等休業 0
配偶者同行休業 0

※ 1 介護福祉士、電気、水質管理等の職種／※2       会計年度任用職員制度は令和２年４月１日に開始された制度。職員数はパートタイム会計年度任用職員を含む

職員の任用、職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件など、令和 6 年度の人事行政の運営等の状況を公表します。
これは、市の人事行政運営における公正性、透明性を高めるため「地方公務員法」「市人事行政の運営等の状況の
公表に関する条例」に基づき公表するものです。                                                    
                                                                                                                       職員課 ☎083-934-2727問問

③ 障がい者雇用率

令和 6 年 6月1日 2.92％

（単位：人）

（単位：人）

※1　会計年度任用職員は対象外／※2   　行政職俸給表（ー） 8 級職員は、3,500 円                                                 

④ 令和 6 年度早期退職応募及び認定状況

応募者数 7
認定者数 7

（単位：人）


